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不当要求・不当圧力の排除に関する他都市の取組等 

「事務執行のあり方に関する検討委員会」報告書の概要 
検
討
委
員
会
の
検
討
経
過

 

同
委
員
会
は
、
ま
ず
、
職
員
と
議
員
等
と

の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
の
実
態
把
握
調

査
を
実
施
。 

検
証
対
象
は
、
職
員
と
議
員
と
の
関
係
だ

け
で
な
く
、
職
員
が
何
ら
か
の
圧
力
を
感

じ
、事
務
の
執
行
に
影
響
を
与
え
得
る
者
な

ど
と
の
関
係
も
含
め
、実
際
に
議
員
等
か
ら

の
圧
力
が
あ
っ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、議
員

等
と
の
あ
ら
ゆ
る
接
触
事
例
に
つ
い
て
の

報
告
を
求
め
て
い
ま
す
。 

調
査
方
法
は
、
職
員
か
ら
の
調
査
表
の
提

出
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

実
施
。
２
０
４
人
（
報
告
事
例
６
１
８
件
）

か
ら
の
調
査
表
提
出
を
う
け
、内
容
が
不
確

か
な
も
の
な
ど
を
除
い
た
６
０
５
件
の
事

例
に
つ
い
て
、
問
題
点
の
抽
出
と
新
た
な

ル
ー
ル
づ
く
り
の
検
討
を
お
こ
な
っ
て
い

ま
す
。 

 

国
や
他
の
地
方
公
共
団
体
の
状
況

 

報
告
書
で
は
、
外
務
省
と
特
定
の
国
会

議
員
と
の
関
係
を
巡
る
一
連
の
不
祥
事
・

疑
惑
や
、
他
の
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る

公
共
工
事
を
巡
る
不
祥
事
な
ど
を
う
け
、

国
や
県
・
市
レ
ベ
ル
で
職
員
と
議
員
と
の

関
係
を
見
直
す
と
り
く
み
が
始
ま
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
ま
す
。 

実態把握調査サンプル 
 
検証対象 ６０５件 
 
《内訳》 
議員等との接触等 ４５２件 
 
業務上の圧力等   ８３件 
 
業務外の圧力等   ７１件 

議員側の問題 
1.議員の要請等の内容に係る問題 

＜記載事例＞ 

・特定の職員の異動又は昇任についての要請 

・特定の者の採用、特定の業者の指名について  

 の要請 

2.議員の要請等のやり方に係る問題 

＜記載事例＞ 

・職員の昇格要請を拒否したら、内示前に自宅  

 まで報告に来るよう求められた。 

 

職員側の問題（圧力を圧力と感じない風土） 
1.業務上の接触に係る職員の意識 

・議員の立場を尊重し、無理は承知で応える。 

・議員に「貸し」を作り、議会での追及を和ら 

 げてもらう。 

2.業務以外の接触に係る職員の意識 

 議員の主宰するパーティーの誘いを断った者 

 には、不利な取扱いをするよう、働きかけが 

 おこなわれていた。 

3.職員の意識改革等 

 圧力を圧力と感じない風土は、職員の認識不 

 足や「事なかれ主義」、あるいは議員の影響 

 力を考えての保身からくるものであり、いず 

 れも改められる必要がある。 

議員等から業務上の働きかけを受けたときの対応策 
1.接触ルールの整備 

・公的な場所（職場、議員控室等）で接触することを原則とする。 

・接触内容を記録し、市長へ報告する。 

・公正な職務の遂行を損なう要求は拒否する。 

・第三者の同意・依頼なく、個人情報を議員に提供しない。 

・接触ルールを積極的に公表する。 

2.組織体制の整備 

・接触ルールの実効性を担保するため、公正職務調査員（仮称）を置く。 

・各局、各課での対応が異ならないよう各局に接触ルールにかかる 

 調整責任者を置く。 

 

議会対応で職員が議員に接触するときのルール 
次のことを禁止する。 

・合理的な理由なく質問をしないよう依頼すること。 

・答弁書を質問者に事前に見せること。 

・質問文の作成を議員に求められておこなうこと。 

・合理的な理由なく特定の議員のみ情報提供や説明をおこなうこと。 

 

業務以外の事項に係る職員と議員との関わり方 
・議員から個人に対する政党機関紙、政治資金パーティー等の購入の 

 働きかけをやめてもらい、すべて企画総務局を通すようにする。 

・利害関係者との飲食、ゴルフ、遊技または旅行や利害関係者からの 

 贈与等を制限している職員倫理規則と同様の規制が必要と考える。 

あきらかとなった問題点 （要旨） 具体的対応策の提案 （要旨） 

内閣 「政と官の在り方」閣僚懇談会申合せ 2002年7月16日発表 
外務省 外務省改革「行動計画」 2002年8月21日発表 
鳥取県 公職者からの提言、要望、意見等に関する取扱要領 2002年8月1日施行 

議員自身の倫理基準を定める
もの  

福岡市 福岡市議会議員の政治倫理に関する条例 1999年5月2日施行 
つくば市 つくば市議会議員政治倫理条例 2000年11月30日施行 

外部からの要求について不当
なものかどうかを審査するもの  

近江八幡市 コンプライアンス条例 2001年7月1日施行 
福岡市 職員への不正な働きかけ等に対する組織的対応に関する規程 2002年4月1日施行 

議員等との接触について文書
作成を義務付けるもの  


